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東京理科大学総合研究院火災科学研究所教授 小林恭一 博士（工学）

昭和47年（1972）６月の消防法改正に伴う防炎
制度の整備と防炎対象物品の追加

昭和43年（1968）６月の消防法改正とその後の
一連の政省令改正等により、防炎規制を全国的に
展開する体制は整備されたが、防炎性能の品質保
証の仕組みについては、法的には未整備のままだっ
た。このため、昭和47年（1972）６月に消防法が
改正され、消防法第８条の３に防炎表示に関する
第２項から第５項までの規定が追加されて、表示
と品質保証に関する仕組みが整備された。これを
受け、具体的な表示と品質保証の仕組みとして、昭
和48年（1973）６月に消防法施行規則第４条の４
が定められ、防炎表示を附する者に関する消防庁
長官認定制度が整備された。

この法改正の際には、政省令も含めて「防炎対
象物品」、「防炎物品」、「防炎表示」などの用語と
その定義が定められ、条文表現の整理も行われて
いる。

また、この消防法改正を契機として、昭和47年
（1972）12月に消防法施行令第４条の３第３項が
改正され、防炎対象物品に、布製のブラインド､ 展
示用の合板又は繊維板及び舞台において使用する
大道具用の合板又は繊維板が追加された。

当時の施行通知等を見ても、これらが追加され
た理由は明示されていないが、布製のブラインドや
繊維板については、防炎対象物品と同様の出火特
性があるのに防炎規制の対象とするかどうかが法
的に明確でなかったこと、大道具用の合板等につ
いては、前述の火災予防条例準則では規制対象と
なっていたのに昭和44年（1969）３月制定の消防

法施行令第４条の３第３項には盛り込まれなかっ
たのを是正したためだと考えられる。

また、展示用の合板等については、同時に行われ
た消防法施行令別表第一の改正で「展示場」が百
貨店やマーケットと同じ用途分類（（４）項）として
明示的に規定されたことに伴い、展示場の出火危
険を防止するための方策として、大道具用の合板
等と同様の出火特性がある展示用の合板等が防炎
対象物品として指定されたものと推測される。

これらの防炎対象物品の追加に伴い、同時に、
消防法施行令第４条の３第４項と、関連する同法
施行規則第４条の３第２項から第５項までに規定
される防炎性能の試験方法と判定基準についても、
必要な整備が行われた。

防炎対象物品にじゅうたん等が追加
昭和53年（1978）11月に消防法施行令第４条

の３第３項が改正され、防炎対象物品にじゅうた
ん等が追加された。その直接のきっかけは、新潟
市のスナックの火災（昭和53年（1978）３月、死者
11名、負傷者２名）１で内装に用いられていた毛足
の長いじゅうたんが着火、延焼拡大を助長したこ
とであるが、そのだいぶ前の韓国ソウルのホテル火
災（昭和46年（1971）12月、死者165名）２でじゅ
うたん類が延焼拡大の要因になったことから、昭
和47年（1972）３月に東京都火災予防条例で床敷
物類に対する防炎規制が行われるようになってい
たことが大きく影響している３。

この改正に伴い、消防法施行令第４条の３第４
項と、関連する同法施行規則第４条の３第３項か

ら第７項までに規定される防炎性能の試験方法と
判定基準についても、必要な整備が行われた。

防炎対象物品から繊維板が除外
昭和61年（1986）８月には、防炎対象物品から

展示用の繊維板及び舞台において使用する大道具
用の繊維板が除かれた。これは、当時、日本の貿
易黒字が巨額になりアメリカ経済を脅かすほどに
なっていたため、昭和60年（1985）７月に政府・
与党対外経済対策推進本部が「市場アクセス改善
のためのアクション・プログラムの骨格」を決定し、
規制緩和を積極的に推進したことによるものであ
る。この日本全体の方針に沿い、消防庁においても、
火災危険の増大にあまり大きく影響しないと考え
られるこの２種類の防炎対象物品を規制対象から
除くことになった。

日本防炎協議会から公益財団法人日本防炎協会まで
昭和44年（1969）３月の消防法施行令第４条の

３及び同施行規則第４条の３の制定と並行して、
基準への適合性を確認する体制が整備された。

昭和44年（1969）３月に日本消防検定協会で
「防炎性能鑑定規程」が制定されて、同協会が防炎
性能試験を鑑定として行う体制が強化された。

また、昭和44年（1969）５月に「日本防炎協議
会」が自治大臣の許可を得て「財団法人日本防炎
協会」に改組され、防炎性能を保障する仕組みが確
立された。

これにより、防炎性能の確認は日本消防検定協
会が鑑定制度によって行い、防炎表示と品質管理

は財団法人日本防炎協会が防炎ラベルの発行・管
理によって行うという体制が整備された４。しばら
くこの体制が続いたが、財団法人日本防炎協会に
昭和49年（1974）９月に試験室が設置され５、昭和
53年（1978）にはじゅうたんが防炎対象物品に指
定されたことに伴いじゅうたんに関する試験装置
も整備されるなど、同協会でも防炎性能の確認を
行うことができる体制が整備されていった。

そして、昭和55年（1980）12月の消防庁予防課
長通知により、行政の簡素合理化の観点から、昭
和56年（1981）４月１日以降、防炎性能の確認試
験は財団法人日本防炎協会のみによって行われる
こととなり６、同協会が防炎性能の確認試験から防
炎ラベルの発行と品質管理まで一貫して担う体制
が整えられた。

平成10年代（1998〜2007）になると、法令で定
める技術的基準への適合性を審査・確認する機関
の決定に競争原理を導入し、政府の関与をできる
だけ少なくするとともに審査・確認制度の合理化
を促すことが、政府全体の方針となった。

この方針を受け、防炎規制の関係では、平成12
年（2000）11月に消防法施行規則第４条の５（防
炎制度の確認）及び第４条の６（指定確認機関）が
新設された。この規定により、防炎対象物品又は
その材料が防炎性能を有していることについての
確認を行おうとする法人は消防庁長官に申請し、
消防庁長官は告示で定める基準への適合性を審査
して確認機関として指定する仕組みが創設された。
財団法人日本防炎協会は、平成13年（2001）に防
炎に関する最初の指定確認機関として消防庁長官

［第78回］

防炎規制（2）
消防法における防炎規制の変遷とその効果

「出火防止」は防火対策の最も基本的な手段である。本稿では、前回に引き続き、その主要な
手法である「防炎規制」について、その変遷、考え方、性能を担保する仕組み、効果、課題な
どについて解説する。

１ 令和３年版消防白書　 ２  環境・災害・事故の事典（丸善）　 ３ 熱溶融性繊維報告書 ４ 熱溶融性繊維報告書　 ５ 防炎ニュースNo39、1974年、財団法人日本防炎協会　 ６ 日本消防検定協会二十年誌、1983年、日本消防検定協会
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関」制度、現在では「登録認定機関」制度の仕組み
ができている。

防炎規制の効果
防炎規制の対象となっている防火対象物は、そ

うでないものに比べると、規制対象となっている物
品（「防炎対象物品」）への着火による火災が少なく
なるはずである。このことは、消防庁の火災報告
データを分析することによって検証できる。

図１は、2015年火災報告データを用い、防炎
対象物品となっている「じゅうたん等」と「カー
テン等」に着火した火災が、火災1,000件当たり
で見て、防炎規制の対象となっている防火対象物
とそうでないものとの間でどのくらい違うか見た
ものである。

この図から、防炎規制の対象となっている防火
対象物の場合、それ以外のものと比べて、着火物
別の火災発生件数が火災1,000件当たりで、じゅ

図１　防炎規制の有無別に見た防火対象物火災1,000件当たりの着火物別火災件数（2015年）（2015年消防庁火災報告
データより作成）

から指定された。同協会は、それまでは消防庁予
防課長通知により防炎性能の品質管理に関する業
務を事実上任されてきたのだが、この指定により、
ようやく法 律 上の正 式な位 置づけを得ることに
なった。

その後、この種の法人には「指定」よりさらに政
府の関与の度合いが小さいとされる「登録」制度
を適用することが政府全体の方針になり、平成16 
年（2004）３月に消防法施行規則第４条の5及び第
４条の６が改正されて、総務大臣又は消防庁長官
による現在の「登録確認機関」制度に移行した。

現在、公益財団法人日本防炎協会のほか一般財
団法人日本繊維製品品質技術センターも登録確認
機関として総務大臣又は消防庁長官に登録されて
いる。

なお、消防用設備等についても、同時期に同趣
旨の消防法施行規則第31条の４及び第31条の５
が制定及び改正されており、当初は「指定認定機

防炎対象物品以外の物品の防炎化
表１は、建築物・車両等の火災（2020年）の際

に最初に着火したもの別の火災件数と、難燃・防
炎規制の対象との関係を見たものである７。これ
を見ると、防炎制度は、建物本体に係るカーテンや
じゅうたんについては法規制で、収容物に係る寝
具類、衣類、繊維製品、椅子類については推奨制度

（防炎製品認定制度、後述）で、それぞれ主要な着
火物をカバーしていることがわかる。建築基準法
の難燃化のカバー率が不十分であるようにも見え
るが、これは内装制限が着火防止よりフラッシュ
オーバーの防止や遅延を重点に置いた規制である
以上、当然のことかもしれない。

表１を見ると、「ふとん・座ぶとん・寝具」に着
火した火災は1,101件で第５位、衣類に着火した
火災は1,022件で第６位である。これらの物品を
防炎化しておけば、火災や火災による死者を減ら
すのに大きな効果があることは明らかである。

衣類はともかくせめて寝具類くらいは防炎規制
の対象とすべきではないか、という考え方は古くか
らあったが、建築物に付属していない寝具類等は、
防炎規制の対象としても適法状態と違法状態が安
定的に継続しないため、この種の規制には馴染ま
ないと考えられていた。

このため、昭和50年（1975）に、消防庁の指導に
より、学識経験者、試験機関代表、消防機関代表
等からなる「防炎製品認定委員会（事務局：財団
法人日本防炎協会）」が設けられ、同委員会が定め
た「防炎製品認定要綱」に基づき、防炎規制に馴
染まない寝具類等の物品について、同委員会がそ
の性能を認定する「防炎製品認定制度」が開始さ
れた。その理念は、当初、「公正取引委員会」のよ
うな公正な独立した委員会により防炎性能のある
物品を認定し普及するというもので、同委員会は
形式上財団法人日本防炎協会の外に設けられ、同
協会は同委員会の事務局を務めるという位置づけ
だった。

うたん等で約半分、カーテン等で約３分の２になっ
ていることがわかる。

これを見ると、防炎規制は十分効果を上げてい
ると言えそうだが、期待したより効果が少ないよう
にも見える。その理由は以下のようなものだと考
えられる。
① 用途によってカーテン等やじゅうたん等の使用

率が違うと考えられること（例えば、じゅうたん
やカーテンを使っていない倉庫であれば、じゅう
たんやカーテンに着火する火災は０となる。）

② 防炎規制の対象となる防火対象物であっても、
消防法に違反して、一部又は全部のカーテン等
やじゅうたん等に防炎性能がないものが使われ
ている場合があること（図２参照）

７ 令和２年（2020）版火災年報、建物火災の出火箇所別・着火物別出火件数

図２　防炎規制防火対象物の火災3,934件中出火室で
防炎対象物品を使用していたもの1,945件の防炎規制へ
の適合状況（2015年）（2015年消防庁火災報告データよ
り作成）

（件/1,000件）

防炎規制防火対象物： 防炎防火対象物・地下街及び11階以上の建物 ································································ 火災件数 3,934件
非防炎規制防火対象物： 上記以外の建築物（住宅を含む） ··································································································· 火災件数 18,158件
じゅうたん等：  上敷き、むしろ、カーペット、じゅうたん（固定）
カーテン等： アコーディオンカーテン、すだれ・よしず、カーテン
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査基準」及び「防炎製品品質管理基準」の制定等
を付託する」ために同協会に設置されるという位
置づけとなっている８。

現在、防炎製品認定制度は、防炎化しておくと
出火防止に効果があると考えられるのに防炎規制
の対象となっていない物品（令和４年（2022）９月

平成21年（2009）10月、日本防炎協会が公益
財団法人化したことに伴い、新たに「防炎製品認
定規定」が定められ、防炎製品の認定は同協会が
行うという現在の防炎製品認定制度に改められた。
当初、制度の中心を担った「防炎製品認定委員会」
は、「「防炎製品性能試験基準」、「防炎製品毒性審

・ 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
という２つの法律が制定された。

これ以後、防炎薬剤についても、この２つの法律
に適合している化学物質しか使用できないことに
なり、結果的に毒性の問題に対応していることに
なった。

なお、防炎製品は、寝具や寝衣など、口や皮膚に
直接長時間接触するものもあるため、制度が発足
した昭和50年（1975）当時から、上記２法に加え、

「防炎製品毒性審査基準」を設けて、経口毒性、変
異原性試験、アレルギー性又は刺激性接触皮膚障
害性試験などについて、独自に審査している。

このほか、火災時に防炎薬剤が環境毒性のある
物質（ダイオキシンなど）に変異しないかという点
が気になるところである。

火災時に現場にある塩素や臭素などのハロゲン
系物質からある程度の量のダイオキシン類が生成
されることはわかっており10、火災現場で活動する
消防隊員などの留意事項になっている。したがっ
て、防炎薬剤に用いられるハロゲン系物質からも
ある程度のダイオキシン類が生成されると推測さ
れるが、通常の場合、火災現場には他のハロゲン系
物質がずっと多くあると考えられるため、それと比
べて量的に特に大きな問題とすべきほどではない
のではなかろうか。

環境問題は、一度火が着くと大きな問題に発展
する可能性もあるが、筆者としては、今のところ、
防炎薬剤が火災時に環境毒性のある物質に変異す
るかもしれないという問題は、防炎物品の出火防
止効果に比べれば問題とすべきほどではないので
はないかと考えている。

注） 過去の消防法令の条文については、東京理科大学総
合研究院火災科学研究所のホームページ「消防法
令改正経過検索システム」による。

現在26種類）について、公益財団法人日本防炎協
会が防炎性能の試験方法や基準を定め、生産者等
の申請に応じて所定の試験を行い、その結果に基
づき所定の防炎性能を有する旨の表示（防炎製品ラ
ベル）の貼付を認めるというものになっている。

消防白書によれば、令和２年（2020）の住宅火災
による死者899人のうち、寝具類に着火して亡く
なった方は108人、衣類に着火して亡くなった方
は66人で、着火物別死者数の１位と２位を占めて
おり、そのうち65歳以上の高齢者の割合は、寝具
類では70％、衣類では実に80%に上っている９。
言うまでもなく高齢者数は今後も急速に増加して
いくため、高齢者の火災死対策として、寝具類や
衣類の防炎化は、今後ますます重要になっていく
に違いない。

防炎薬剤の毒性について
消防法に基づく防炎制度が始まったのは昭和43

年（1968）で、今から50年以上前のことである。
当時、防炎薬剤の毒性については、今ほど神経質で
はなかったため、今後も防炎制度を安定的に運用
していくためには、この課題について考え方を整理
しておく必要がある。

毒性には、大きく分けると、急性毒性、慢性毒性、
環境毒性の３種類がある。当時、環境毒性につい
てはその概念すらほとんどなかったが、急性毒性
と慢性毒性については、留意すべきものと考えら
れていたはずである。

ところが、防炎対象物品の試験基準には毒性に
関する項目はない。その理由は、防炎対象物品は
人間の肌や口に長く接触するものではないため、こ
とさら試験基準に組み込む必要はないとされてい
たためだということである。

その後、化学物質による発がん性や環境汚染を
防止する必要性が広く社会に認識されるようにな
り、昭和48年（1973）に、

着火物 出火件数 比率 難燃化の可能性 規制等の有無

建築物・建具・車体・
船体・機体

電線被類（車体等含む） 789 3.09 ○ 難燃
柱・けた・はり 229 0.90 ○
板張・ベニヤ壁 194 0.76 ○ 難燃
畳 107 0.42 ○
土台 103 0.40 ○
カーペット 89 0.35 ○ 防炎（法）
カーテン 77 0.30 ○ 防炎（法）
木ずり 64 0.25 ○
板屋根 58 0.23 ○
その他 1,494 5.85 

小計 3,204   （17.05）

収容物（建築物・車両・
船舶・航空機の内部）

合成樹脂と成形品 3,154 12.35 ○
動植物油 1,499 5.87 
ゴミ屑 1,395 5.46 
袋・紙製品 1,277 5.00 
ふとん・座ぶとん・寝具 1,101 4.31 ○ 防炎（推奨）
衣類 1,022 4.00 ○ 防炎（推奨）
繊維製品 866 3.39 ○ 防炎（推奨）
紙くず・わらくず 613 2.40 
第１石油類 612 2.40 
第２石油類 399 1.56 
椅子・ソファー 97 0.38 ○ 防炎（推奨）
その他 4,475 17.52 

小計 16,510   （82.95）
建築物・車両等の火災の合計 19,714 100.00 

８ 防炎製品認定規程、2009年、公益財団法人日本防炎協会 ９ 令和３年（2021）版消防白書、住宅火災の着火物別死者数（放火自殺者等を除く。）
10 柴田靖史ほか、火災による燃焼生成物の測定 ―ダイオキシン類の検出―、消防研究室年報（名古屋市消防局）、2011年

表１　建築物・車両等の火災の着火物別出火件数（2020年）と難燃規制等の状況

（令和２年（2020）火災年報（消防庁防災情報室）より作成）
注） 難燃： 一部が難燃に関する法規制の対象となっているもの
 防炎（法）： 一部が防炎に関する法規制の対象となっているもの
 防炎（推奨）： 一部が防炎に関する推奨制度の対象となっているもの


